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災害時における
地域日本語教育・教室の役割とは



災害と日本語教育
2019年日本語教育推進に関する法律

3文化庁 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/other/suishin_houritsu/index.html
文化庁 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業

場の持つ力・地域の人の力を信じる

兵庫県における日本語教育の歩み
◇1979年 姫路定住促進センター開設（1996年閉所）

ベトナム、ラオスからの難民への日本語教育を含む定住支援

◇１９９５年 阪神淡路大震災

ボランティアによる支援活動の中から各地で日本語教室開設

◇2012年 東日本大震災

県内全市町に日本語教室を開設することを目指して事業着手

「セーフティネットとしての日本語教室開設事業」 2015年空白地域解消

◇2019年 日本語教育推進法

「兵庫県地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」を

5か年計画で開始 （文化庁補助事業を活用）



地域における地域日本語教室とは

多文化化する地域の日本語教室は、

同じ地域に暮らす人々が継続的に

接触・交流できる貴重な場

 ✓情報交換
  ✓異文化理解
  ✓問題解決

✓地域参加
✓居場所

文化庁日本語教育研究委託「外国人に対する実践的な日本語教育の研究開発―報告
書-』平成20年3月 社団法人日本語教育学会

地域における日本語教室とは












